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１ ．中国では今、何が起きているのか

　こんにちは、江頭です。私は53歳ですが、海外でずっと
事業をしており、海外生活が27年になります。中国には15
年で、そのうち10年は環境・省エネの仕事をしています。
現場の声をたくさん見聞きしていることから、本日は環境
問題と日系企業というテーマでお話しします。
　昨年と今年の１年10カ月の間に、このテーマで、日商倶
楽部や JETRO主催のセミナーを38回、させていただきま
した。お手元の資料は50～60ページあるかと思いますが、
全部ご説明すると２時間半かかります。本日は１時間です
ので、「森を見ましょう」ということを一番のポイントに
お話をしようと思います。
　まず、現実に中国では何が起きているのでしょうか。中
国の変化のスピードについては今さら私が言うこともあり
ませんが、日系企業の対策が後手後手に回っており、危機
的な状況の企業もあるということをまず知っていただきた
いと思います。
　ゴルフに例えると、濃霧の中で、さあ第１打をどう打と
うかというのが今の日系企業の状態です。本来はしなけれ
ばいけない対策をしないままに初動ミスを繰り返してお
り、それが命取りになっています。水先案内人、ゴルフ場な
らキャディーがいないので、前に進めずにいるわけです。
　中国における環境政策の概要をご紹介します。まず1979
年に環境保護法が成立し、以後、さまざまな法律がつくら
れ、2010年頃までに法律上はほぼ準備が整いました。とこ
ろが、実際の環境はなかなか改善されないままにきて、
2011年に潮目が変わりました。北京の米国大使館が、自主
測定した PM2.5の値を公表したのです。政府は公表したこ
とを問題視したものの、測定値が正しいことが分かって、
国民は政府に不満を抱きました。そんな中、2012年に習近
平総書記が就任しました。
　彼が最初に行ったのは、腐敗撲滅運動です。また、この
環境問題の発覚を受けて、2013年に環境に関する行動計画

が発表されました。しかし、この計画が１年たっても動き
出しません。その理由は、背景に腐敗問題があったからで
す。そこで、2014年に環境監督管理と法執行強化に関する
国務院弁公庁通知が出されました。内容は、これからは環
境対策に対する仕事実績に応じて昇進・降格を決めるとい
うものです。
　これによって役人の仕事ぶりがガラッと変わり、2015～
2017年の３年間に、日系企業に大きな波紋が広がりまし
た。「環境問題は大変だ」「全然ついて行けない」「法律は
どうなっているのか」「当社の対策はどうなのか」と右往
左往している状態です。
　2017年11月に、中国共産党の第19回全国代表大会が開催
されました。ここで習近平総書記は、「中国は新しい時代
の特色ある社会主義を構築していく」と打ち出しました。
「統治国家推進」と「環境問題の解決」の二つが、この新
改革の両輪となったのです。
　習近平総書記が打ち出した方針を「19大精神」と呼び、
これを貫くことが新しい社会主義国家の継続につながると
されました。2017年末から2018年上半期にかけて、各地で
19大精神の徹底的な研修会が行われ、役人が１週間から10
日間ほど、缶詰状態になって勉強会を行っています。19大
精神を読んだ感想文や、その為にはこれからどうするのか
という決意文のようなものを書いたというのが中国の現状
です。
　日本なら PDCAなどといって、計画を立て、実際にやっ
てみて、チェックして直すということをすると思います
が、中国では、とにかくまずやってみるのです。仮定でプ
ランを立て、そこからスタートするので、DCAP のよう
な感じです。
　また、中国経済の質を変えてアップグレードするため
に、イノベーションの促進を目的としたいろいろな予算を
使っています。先日はアリババのジャック・マー会長引退
のニュースがありましたが、アリババは中国政府の政策に
のっとって急成長した企業であり、彼らが歩んできた道は
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中国が目指す道と重なるので、あれほどの大企業になれた
のだと思います。

２ ．監査と処罰の制度を強化

　2018年３月11日に、中国の憲法が改正されました。日本
では総書記の任期制限撤廃ばかりが注目されましたが、本
当のポイントは以下の二つです。１番目は監察法の改正で
す。従来は監察部が共産党員の違反を摘発しようとしても
権限が弱かったために実効性があまりなかったのですが、
国務院の一部署であった監察部を国家監察委員会に格上げ
して権限も与えました。さらに、監査対象が共産党員だけ
ではなく、法に基づき公職に携わる者に広げられました。
　２番目は環境保護法のアップグレードです。特に、環境
保護の目標責任制度および評価制度が強化されました。管
理者や責任者に対する処罰制度、昇進・降格、さらに罰金
の日割り計算ができるようになったため、指示を出しても
従わない場合は、改正されるまでずっと日割りで罰金が請
求できるようになりました。また、公安委員会による違反
者に対する差し押さえや生産活動の凍結、責任者の拘留が
可能になりました。
　加えて、終身責任制も導入されました。責任者の退任後
に問題が発覚した場合も責任を問われる、つまり責任から
一生逃れられないのです。そのため、地方には、退任後も過
去の事を知られないかとおびえている人たちが大勢います。
　違反の対象が増え、処罰もレベルアップしました。例え
ば汚染物排出許可証を取得せずに大気汚染物質や水汚染物
質を排出した場合、従来は明確な処罰がなかったものが、
改正後は許可証を取得するまで操業停止となりました。
　さらに、今回の改正で大きく変わった点があります。操
業停止改善決定の解除後、１年以内に同じ違反行為があれ
ば、閉業や廃業を命じることが可能になったのです。従来
は罰金ですんだものが、廃業を命じられるということにな
りました。
　憲法改正で取り上げられた三つの部署のうち、生態環境
省に注目してください。これは環境保護省と、国家発展改
革委員会の国土資源省の中にあった環境保護部門とが一体
化して生まれたものです。「省エネ・環境」といわれるよ
うに、省エネ問題と環境問題は密接に関連しているため、
従来は別々の部署が担当していたものを一本化しました。
　環境対策の現代化と強化のために責任を明確化し、新た
な部署をつくり、ラインに関係のない局長を新たに任命
し、腐敗とは無関係な状況を作り上げました。
　今、中央監査団による特別監査が各地で行われていま
す。その際に問題が発覚すると、管轄する局長が管理不行
き届きで処罰されます。従来とは違って誰も助けてくれな

いため、日系企業も含め、みんながビクビクしています。
中央監査団が来る前に省や市が自主的に監査を始めていま
す。
　この中央監査団は、環境問題専門の監査団と共産党規律
検査委員会の担当者がチームを組んで現場にやって来ま
す。先ほどお話ししたように、環境問題があるということ
は、そこに腐敗があるということだからです。
　中央監査団は、企業が環境関連の法律を遵守し、設備が
適正に運用され、基準値を超えていないかどうか調べま
す。企業の中には、監査が来る日は操業を停止したり、あ
らかじめ書類を処分してしまうところもあるので、そう
いったことも調べます。役人については、法律に従って適
正な監督が行われているかどうかが調べられ、最終的な責
任が問われます。
　2016年から翌年にかけて第１回中央監査団が実施され、
多くの問題が発覚しました。しかし、その後の処理が不十
分だったため、2018年６月に各地域ごとの見直しが行われ
ました。指摘された問題の対応が不十分だった場合は国務
院から警告され、取り締まりが一層強化されるようになり
ます。
　日系企業に対して、法律をきちんと理解しているか、基
準は大丈夫かと聞くと、「うーん、多分大丈夫だ」という
返事をいただくことが多いのですが、法律は100％理解し
ておく必要があります。基本法があり、具体的な指針があ
り、基準があり、行動計画まであります。さらに、各地方
ごとに上乗せ基準、横出し基準というものもあって、自社
がどの業界に属し、工場がどこの管轄かによって全て決ま
るのです。大気十条、水十条、土十条、さらに固体廃棄物
（固廃）十条といったものが出てきており、行動計画に
従って生産し、環境体制も整える必要があります。

３ ．日本よりも厳しい環境基準を導入

　中国における基準を、具体的にご説明します。旭化成グ
ループの水処理エンジニアリングのメンバーに中国の排水
基準についてうかがったところ、日本とは全く異なり、非
常に厳しいものであることが分かりました。質の高い材料
や技術、経験が必要となるため、日本の工場で排水の担当
をしていた人が中国に来ても対応できません。
　大気については、NOx（窒素酸化物）の基準値を見てみ
ましょう。日本では、東京や横浜といった一番厳しいとこ
ろでも50PPM ですが、北京や天津、成都、西安では2017
年４月１日から14.6PPM なのです。また、上海は2020年
10月１日から24.4PPM となりますが、これでも日本の約
半分です。
　この基準について、日本のボイラーのトップメーカーで
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ある三浦工業の技術営業部長にうかがったところ、「日本
でも対応が難しい。われわれの最高燃焼効率のボイラーに
NOx 除去装置を付けないと達成できない」とのことでし
た。三浦工業は中国に新設した工場で2019年から最高レベ
ルのボイラーを製造するそうですが、2019年の製造計画は
既にいっぱいだそうです。
　中国は一党独裁といわれますが、中国共産党が一番大き
いので独裁に見えるものの、ほかの党もあります。一党独
裁のいいところは、明確な目的や指針があり、強固な組織
体制を整え、柔軟性とスピード感があることです。これに
対して、日本企業の問題は「はっきりしない」「スピード
感が全然ない」。中国の強みを、ぜひ学んでください。
　また、各企業の環境対策を評価する企業環境信用評価制
度のようなものがあります。その評価が最低レベルだった
場合、事業継続が困難になるほどの厳しい規制がありま
す。例えば天津の平安銀行は、融資前の与信審査時に、対
象企業が環境対策に正しく対応していないことを見逃して
融資してしまったため、連帯責任を問われて50万元の罰金
を科せられました。
　日系企業の環境対策が不十分なために金融機関が処罰さ
れることはないと思いますが、日系企業がサプライヤーと
して取引している中国企業が、同じように処罰されるおそ
れは十分にあります。そうなると、最終的に日本のメーカー
がものを作れないという事態になる可能性があります。
　中国では、第13次五カ年計画の最後の年に当たる2020年
までに達成しなければならない明確な基準があります。そ
のため、2019年に前倒ししてやっていこうとしており、の
んびり構えていると時間がなくなりかねないので十分に注
意してください。環境への取り組みが遅い企業は不要だと
いうのが中国政府の考えです。従って、日系企業はトップ
ランナーとしてどう対応するか考えなければならない時期
にあります。
　「中国製造2025（メイド・イン・チャイナ2025）」という
言葉をお聞きになったことがあると思いますが、中国製造
業の発展計画として「産業構造の変化」と「環境に優しい
製造」を掲げています。その土台作りが2020年の第13次五
カ年計画に含まれ、次の第14次五カ年計画には、この中国
製造2025に向けた準備が行われます。
　私は、日本企業の責任者の方々に、「まず、中国を統治
している役人の立場になって考えてみてください」と申し
上げています。中国の統治体制は三角形であり、上から下
りてきたことを下の人がやる。だから、彼らは上しか見て
いません。にもかかわらず、上が言っていることが180度
変わってしまったのです。以前は「とにかく外国企業を誘
致して、GDP を上げろ」と言っていたのに、今は「そん

なことよりも、環境対策だ」というわけです。
　一例を挙げると、５年ほど前に、南通市に王子製紙が進
出しました。大々的に宣伝をして、市も大歓迎でした。工
場が完成し、排水の処理設備も整えましたが、住民が「臭
いがする、」「こんな排水を放流するな」と反対運動を起こ
してしまい大変なことになりました。そこで、王子製紙は
新たに排水を100％リサイクルする設備のために大変な投
資をしたそうです。
　５年経った今、どうなったでしょうか。政府の方針が変
わって、「大事なのは環境対策だ」となったことで、王子
製紙は環境に最も優しいモデル企業として称賛されている
のです。これが時代の変化です。上の方針が変わると下の
動きも変わるということをこの例が如実に示しており、十
分に気を付けなければなりません。

４ ．中国における日系企業の現状

　中国における日系企業の現状をご紹介しましょう。日本
の本社と中国の進出先の認識ギャップが大きいと、よくい
われています。Ａ社は VOC（揮発性有機化合物）対策に
失敗しました。業者からお金を受け取っていた社内のス
タッフが勧めた数億円規模の設備を日本人の責任者が了承
し、導入したものの、基準を全く達成できませんでした。
そこに査察が入ったので、当該のスタッフが書類を偽装。
のちに全てが判明して230万元の罰金を科せられた上に、
約１億8000万円の設備を追加で導入しなければならなく
なったそうです。
　工場を新設する際は、あらかじめ環境影響評価報告書を
準備しないと環境違反になりますが（新規または改訂な
ど）、Ｂ社では、役人と仲がいいといって安心していまし
た。そこに中央査察団が入り、書類と実際とが異なってい
たために40万元の罰金となりました。ちなみに、環境対策
に違反した場合の罰金は法律上は10万～100万元ですが、
私が聞いているところでは相場が40万～50万元である場合
が多いようです。
　Ｃ社では、スタッフは真面目に仕事に取り組んでいたも
のの、経験不足だったため、そのスタッフが勧めた設備を
入れても基準が達成できずに罰金を科せられ、さらに追加
の設備も必要になりました。
　Ｄ社の場合は、非常に残念なケースです。基準が達成で
きていなかったため、弊社が委託を受けてコンサルティン
グを実施し、設備メーカーによる設計案や見積も含む改善
提案をお出しして、Ｄ社には喜んでいただくことができま
した。ところが、総経理が日本の本社に問い合わせたとこ
ろ、予算がないと言われ、決済が下りるまで２～３カ月待
たされている間に監査が入って50万元の罰金を科せられて
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しまったのです。
　Ｅ社は、想像もつかない事例です。ここは環境対策は万
全でしたが、環境保護局の通常の区レベルではなく、一つ
上の市クラスの役人が突然、査察に訪れました。門を入っ
て、ある設備へ真っすぐに歩いていって測定したところ、
pHの値が異常だったために25万元の罰金を命じられまし
た。納得がいかないＥ社は公聴会の開催を要求し、結局15
万元の罰金となったのです。これは、実は内部告発による
もので、しかも pHを管理する設備が何者かに壊されてい
たことが分かりました。
　弊社は環境保護局とは良好な関係にあり、先日も同局の
責任者に講話をお願いしたばかりです。そこでどんな話が
出たかというと、例えば上海市の閔行区には行政処罰を受
けた企業がたくさんあり、そのうちの40％は内部告発によ
るものなのだそうです。役人がハッキリと発覚した理由を
内部告発だと明言しているのです。
　中国で環境に関する内部告発をしたら、告発者は報奨金
をいくらもらえると思いますか。違反の度合いに応じて、
1000元から５万元なのです。これが安徽省では２倍とな
り、最高で10万元もらえます。告発者の名前は公表されま
せん。頭のいい人間は、汚水処理設備などをわざと破壊し
て内部告発するでしょう。これが中国の現実です。

５ ．問題解決に必要な ８要素

　問題を解決しようとするときは、現実から課題を見付け
なければなりませんが、課題を発見するためにはいろいろ
なステップがあります。私が日系企業の皆様にまず申し上
げたいのは、賞味期限の切れた成功体験は捨ててください
ということです。日本の本社には、「昔、中国はこうだっ
た」「俺がいた頃は、こうだった」などと言っている役員
がずいぶんいらっしゃるようですが、そんな話はやめてく
ださい。しかも、日本人はどこまでも性善説です。
　また、昔ながらの PDCA もやめましょう。全て分かっ
た上でないと動けないという「網羅思考」ではだめです。
変化が激しい中でそんなことをしていたら、時代に乗り遅
れてしまいます。年代順（交代制）の人事もやめていただ
きたい。さらに、自分の任期中は問題を起こしたくないと
いう責任者も大勢いらっしゃいます。私がいくら申し上げ
ても、「来年３月までの任期だから、今はやらない」と。
では、次の人はどうなりますか。
　日本の本社と現地とのギャップが大きいことも問題で
す。そして、本社から来る「現地力」のない監査団。会場
で笑いが起きていますが、本当です。監査団は１週間くら
いいますが、そのうちの３～４日はほとんどカラオケをし
に来ているのではないかと思うくらいです。日系企業に勤

める友人たちは、「監査団が来ているから、この１週間、
夜は全然動けない」と言っています。
　次は社内の寄生虫スタッフ、すなわち業者との癒着で
す。私は日系企業を約300社ほど回らせていただいていま
すが、５年ほど前から、「社員の自家用車所有率が上がっ
て、駐車場が足りない」という話をよく聞きます。一般社
員の給料は車が買えるレベルではないにもかかわらず、な
ぜアウディやレクサスに乗れるのかといえば、これはもう
裏金しか考えられないでしょう。
　専門性のない通訳も、非常に大きい弊害があります。環
境問題には化学や機械の話がたくさん出てきますが、日本
語学科を出ただけの一般的な通訳は、申し訳ないのですが
使えません。技術が分からない人がいくら通訳をしても、
聞いているほうはチンプンカンプンです。
　中国政府の環境政策が厳格化し、突然の行政処罰が多発
しています。しかし日系企業の責任者は何も分からない、
何も決められない。右往左往して、結局は待ち状態です。
環境対策に不備があり、処罰された。スタッフからの報告
も遅いうえに、あいまいで意味不明。これが会社のイメー
ジダウンを引きおこし、株価にまで影響を与えています。
　まず、確実に対策をする態勢をつくらなければなりませ
ん。その上で、原因の把握、対策の検討、組織改革、環境
対策の見える化を図る。さらに、影響を把握し、対策を策
定する。最初に、何が問題なのか、何を解決しなければな
らないかという課題にフォーカスする必要がありますが、
そもそもこれが分かっていない方が多すぎることが問題だ
と思います。
　そこで、この問題を解決するために必要な技術・能力を
八つにまとめました。われわれは、自らを「解決するため
の水先案内人」と呼んでいます。
①�　政策・動向の分析力
②�　情報収集力　法律法規は、今年だけでも150種類くら
い改正されており、その全てを追いかけるのは至難の業
です。
③�　基準・条令の把握力　これも常日頃から変わっている
ので、把握する力が必要です。中央政府や地方行政、保
護局、区役所といったところの情報収集、分析、把握が
できなければなりません。
④�　技術・設備・現場力　工場を稼働させるために必要な
技術や設備などを理解する必要があります。
⑤�　言語能力
⑥�　戦略・対策の策定　公的機関とやりとりするために
は、「どういうふうにするか」「どの人に話を持っていく
か」といった戦略、戦術、交渉力がないことには話が始
まりません。
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⑦�　交渉力
⑧�　統括力　環境影響評価報告書は国の許認可を得た測定
業者しか作成できないため、彼らに依頼するしかないの
ですが、ローカル企業なので日本語は通じません。ま
た、日本企業の考えも理解してもらえません。彼らとい
かに良いいい関係を築き、彼らを巻き込んで適切な報告
書を作成するように持っていくかという統括力が必須で
す。ある設備会社が排気の測定を業者に依頼したとこ
ろ、自分たちが設備の専門家として測定した排気のデー
タと全く異なる測定値が出て、しかもそれを勝手に中央
政府に届け出てしまいました。ですから、自社の事情に
応じた適切な測定結果が得られる測定業者を見付けなけ
ればなりません。

６ ．徹底的な現状把握と改題解決への取り組み

　こうした水先案内人を受け入れる企業側にはどうあって
ほしいかという、われわれの希望も含んだお話をします。
　孫子の『兵法』に「彼を知り己を知れば百戦殆からず」
「善く戦う者は、人を致して人に致されず」とあるよう
に、まず自分たちがどうあるのかをよく考える必要があり
ます。そのためには、中国共産党の体制を踏襲し、同じス
タイルでやってみてください。明確な目的と指針を持ち、
サポート企業と密接な関係を築き、リーダーを擁立してい
ただきたい。さらに、責任者自らが事情を理解し、課題解
決の明確な指針を打ち出してください。
　次は、目的達成のための強固な組織体制です。上意下
達、下意上達の透明な体制をつくると同時に、環境対策の
専門チームを立ち上げてください。チームは環境対策の担
当部署と人事労務部、コンプライアンス部の協調が必要で
す。なぜなら、汚職や賄賂は必ずあるという前提で、対策
を取らずに環境対策だけをやっても効果がないからです。
　そして、変化への柔軟性とスピード感。意思決定のス
ピードを上げるために、責任や決定権、予算を現地に与
え、即断・即決しないと問題解決には至りません。
　まず現状を徹底的に把握しないとどんな対策をとったら
いいか分からないので、われわれは「現状診断（企業の健
康診断）」をお勧めしております。中国は、2020年までに
800件の国家標準や基準を更新するといっています。それ
に対応するためには自分自身の状況が分からないといけな
いし、体制も必要です。
　こんな問題も起きています。ある日系のサプライヤーが
20万元の罰金を命じられたにもかかわらず、生産を続けま
した。裁判で理由を問われたサプライヤー企業は、「注文
量を納品できなかったら、20万元の罰金よりもはるかに大
きい違約金を払わなければならないから」と答えました。

これが政府内で大きな波紋を呼び、政府はサプライチェー
ン全体の問題と捉えて、発注側にも連帯責任を負わせる流
れになっています。ですから、日系企業においても、部品
の発注先との契約内容を見直さないと、裁判になった時に
出頭しなければならなくなる可能性があります。
　次も、生態環境損害賠償という裁判の事例ですが、公害
事件に対する公益訴訟というものです。江蘇省のある企業
が、経営許可証がない業者に102トンの危険な廃液の処理
を委託したところ、処理能力のない業者がそのまま長江に
不法投棄したため、流域住民の飲用水供給が一時停止され
るほどの重大な環境汚染を引きおこしました。
　江蘇省人民政府がこの会社を相手取って起こした裁判は
結審しており、環境修復費として、生態環境サービス損
失・プラス・鑑定費として5482万元の罰金刑を言い渡され
ました。5482万元はほぼ10億円に相当し、うち3600万元は
生態系回復資金、1800万元は被害者への保証金となってい
ます。これは、環境保護法の改定によって裁判が可能に
なった最初の案件です。
　この事件の原因はセールスマーケティングマネジャーが
知り合いの会社に委託したことにありますが、社長も監督
責任を問われて有罪になり、関係者19人が１～６年の禁固
刑、当の本人は51カ月の禁固刑と罰金３万元という判決で
した。
　同様の事件は、日系企業でも十分にあり得ます。セール
スマーケティングマネジャーが許可証のない業者に委託し
たという事例は、実は日系企業でも起きています。弊社が
日系企業にコンサルティングをする場合、委託業者に許可
証を全て提出させ、内容をつぶさに確認すると、やはり疑
念を抱かせるような会社があります。しかし、いろいろ調
べていくと、何となくうやむやになってしまうのです。私
は総経理に「あの会社には絶対に頼んではいけません」と
申し上げます。そういうところは、処理の報告書も出しま
せん。その会社を紹介した人がまだ社内にいるのであれ
ば、即刻解雇すべきだと申し上げます。そこまでしない
と、会社は改善しません。
　また、先ほどは環境設備を壊して内部通報をしたケース
をご紹介しましたが、環境設備には二重、三重に施錠し、
責任者以外は立ち入れないようにし、できれば24時間稼働
する監視カメラを取り付けるようにとアドバイスします。
そのくらいしないと、環境対策にはなりません。

７ ．中国はこれからどうなるのか

　中国は、これからどうなるでしょうか。まず水質汚染物
質は排出ゼロ、ゼロエミッションです。先日も、メッキを
しているお客様企業から「排水が若干あるが、今後どうな
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るか」という問い合わせがありましたが、結論は「メッキ
をやめるか、工場を中国の外に移転するしかありません」
（もしくは、メッキを許可された特別地域にメッキライン
を移設する）。これ以外に、われわれが確信を持って言え
ることはありません。
　さらに、汚染物質排出の総量規制が始まります。CO2の
総量規制も強化されます。先ほどお話しした信用評価制度
も徹底され、土壌モニタリングが始まります。工場の土壌
をチェックする自己検査です。
　汚染土や固形廃棄物の管理の徹底化が進み、工業園区の
淘汰と整理が始まります。既に国務院から発表されてお
り、例えばメッキであれば、メッキを許可する工業園区と
許可しないところの淘汰・整理が始まっています。工場が
どこにあり、何を作っていてどんな廃棄物を出しているか
ということも判断材料になり得ると思います。
　以上、ありがとうございました。

質疑応答

Ａ：　日本は法律による規制を作りすぎたためイノベー
ションが起きにくくなっており、規制を撤廃すれば新
しい産業が生まれると聞いたことがあります。また、
1970～1990年代にかけて、汚染物質を出すような工場
が日本では難しくなり、どんどん中国に出ていったよ
うな感じもします。

� 　これらを考え合わせると、中国でベンチャー企業を
興そうと思っても法規制が多すぎるため、ベトナムや
ミャンマーに出て行く可能性があるのではないでしょ
うか。

江頭：規制というよりも、日本では資金面も含めて短期的
な結果ばかりを求めているように感じるので、もっと
長期的に考える必要があると思います。汚染物質を排
出するような仕事は中国でもやりたがらないので、環
境という観点からは、環境技術に長けた日本企業は
今、中国で求められているのではないでしょうか。日
本では難しかった中小企業の環境技術が中国で花開く
可能性はあります。そのかわり、資金は必要です。

Ｂ：　中国の規制の基準値は日本よりも厳しいというお話
でしたが、日本に比べて欧州もかなり厳しいというの

が環境規制の一般的な状況だと思います。中国がそう
した規制を実施すると、やや行きすぎてしまう結果、
いずれ見直してやや緩和せざるを得なくなるような事
態は想定できるでしょうか。

江頭：あり得ると思います。中国は自らを大国だと思って
いるので、世界最高の基準でやろうとしていますが、
それが無理な場合もあります。

� 　例えばメッキですが、中央政府の基準からすると金
メッキは不可能ですが、実際には行われています。
メッキ業界の学識経験者が反対意見を出した結果、ガ
イドラインが変更されました。環境問題も、2021年以
降に部分的に緩和されると思います。彼らは、やって
みてだめだったら変えるという考えです。

Ｃ：　環境問題に関して、中国では制度が始まったばかり
なので、日本の環境技術が伸びていく可能性があるの
か。もしくは、中国の環境産業が伸びつつあって、日
本とせめぎ合いとなっているのか。日本のビジネス
チャンスは、まだたくさんあるのでしょうか。

江頭：非常に素晴らしいご質問だと思います。中国の環境
対策のメーカーも、技術力はだいぶアップしています
が、彼らに欠けているものがあります。日本企業は気
付いていませんが、それは効果を持続させるための保
守メンテの部門です。持続性を保つノウハウは日本に
しかありません。弊社は13年目になり、技術スタッフ
を抱えていますが、彼らには持続性がなく、続けられ
ない。できるだけはしょってやろうとします。これが
環境問題の一番大きな点です。

� 　約50年にわたった日本のODAは終了しましたが、
ODA で日本から中国に導入された環境対策の設備
は、現在ではほとんど放置状態です。設備を導入した
ものの、保守メンテナンスをしながらずっと使い続け
るということをしていないのです。ですから、日本企
業が今後、中国で環境ビジネスを手掛けるのであれ
ば、保守のノウハウも一緒に持ってくる必要がありま
す。弊社は中国政府とコミュニケーションを取ってお
り、彼らが望んでいるのはまさにそれです。管理運営
のノウハウを、ぜひほしいと思っています。


